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抄録 

都内の公立学校の教員たちから「ここ数年で校内暴力は減ってきて，生徒指導は楽になってきた．

今，最も悩ましい生活指導上の課題はいじめ問題だ」という声をよく聞く． 

文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等の実態について」によれば，いじめの認知件数は近

年増加の一途をたどっている．これは，軽微ないじめも見逃さないという学校体制が充実した結果で

あると捉えることができる．一方で，解消率に好転が見られないことが大きな課題である． 

いじめに係る法令が整備されるとともに，様々ないじめ防止策が策定されているにもかかわらず，

改善が見られないという現状を踏まえ，本稿では，いじめ問題の解決には，「別の角度からの対策が

必要ではないか」「何か重大なことを見落としていないか」という観点から考察を進め，次の 2 点を

いじめの未然防止に向けた「新たな視点」として提案する． 

 

◎ 「子供たちのアイデアと主体性を生かした取組」の推進 

  ◎ 教員を含む大人たちによる「いじめを助長しかねない不用意な言動」の防止 

 

１． いじめの現状 

「体罰の根絶は可能であるが，いじめの発生件

数をゼロにするのは難しい」とよく言われる．実

際に，東京都の公立学校において体罰は近年減少

傾向にある．しかし，いじめについては，図 1 の

とおり，東京都の調査におけるいじめの認知件数
[1]は 3 年連続で増加している．特に，平成 30 年度

は，前年度比で約 67%増加した． 

 

1.1. いじめの認知件数増加の背景 

この数字だけを見ると，東京都の公立学校はい

じめが蔓延していて，荒れに荒れているのではな

いか，との印象をもたれるかもしれない．しかし，

それは事実だろうか． 

東京都教育委員会(以下，「都教育委員会」とい

う．) では，この数字について，「悪気がなくても，

子供が苦痛と感じたらいじめであるという認識が

教職員間に浸透してきており，軽微なものも含め，

いじめと疑われる事例に学校が積極的に対応して

いる結果，数値が上がっている」と分析している．   

つまり，認知件数が多いことで，学校や学級に

課題があると捉えるのではなく，「いじめは，どの

学校にも，どの学級，どの子供にも起こりうるも

のであり，重要なのは未然防止，早期発見，早期

対応，重大事態への対処である」との見解をもっ

ている． 

 

1.2. 教員の意識の変化 

以前は，担任する学級や担当する部活動でいじ

めが生じた場合，「教員としての自分の力量不足が
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原因で，いじめが起きたのではないか」「学級内の

トラブルは担任の自分が責任をもって解決するべ

き」と感じてしまう教員も少なからず存在してい

た．その結果，ひとりで抱え込んでしまい，管理

職や他の教員が気付いたときは，解決が極めて困

難な状態まで進行してしまった事例が散見された． 

都教育委員会は，平成 29 年 2 月に作成した「い

じめ総合対策【第 2 次】」(以下，「総合対策」と言

う．) [2] において，各学校に，いじめに関する研修

会及びいじめに関する授業を，それぞれ年間 3 回

以上実施するよう求めている． 

学校におけるこうした取組をとおして，いじめ

が疑われる行為に丁寧に対応することや，いじめ

事案を自分ひとりで抱え込んでしまうのではなく，

管理職や同僚に報告・相談し，組織的に対応する

ことの大切さを理解している教員は確実に増えて

いる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． いじめの定義 

また，教員のいじめに対する意識は，文部科学

省(旧文部省)が，いじめをどのように定義するかに

より，大きく変化してきた． 

これまで，文部科学省(旧文部省)は，昭和 61 年以

降，いわゆる「問行調査」と呼ばれる「児童生徒

の問題行動等生徒指導上の諸課題に関する調査」

において，いじめの定義を策定・変更してきた．

どの変更においても，子供がいじめを苦に，尊い

命を自ら絶つという痛ましい事案が景気となって

いる． 

 

2.1. 昭和 61 年度以降のいじめの定義の変遷 

これまでのいじめの変遷を，「総合対策」[3]を基

に，下の 4 つの観点でまとめると次頁の表 1 のよ

うになる． 

 

(1) 変更された年度 

(2) 変更された定義内容 

(3) 変更の契機となった事案 

(4) いじめの捉え方 

 

ここで注目したいのは，長きに渡り，加害の子

供側に立って規定していた定義が，平成 18 年度か

らは被害の子供の心情に寄り添う立場に立った定

義に変更されたことである． 

また，平成 25 年度からは，子供たちの間で普及

し，匿名性の高い攻撃が可能であるインターネッ

トを通じた行為も含まれるとした． 

こうした定義の変化と，各学校が定期的な面談

を行ったり，チェックシートを活用したりしたこ

とにより，認知件数の増加が見られている． 
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図 1 東京都公立学校における 

いじめ認知件数の推移（3 年間） 

(「児童・生徒の問題行動・不登校等の実態
について」(都教育委員会調査)から作成)  
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表 1 いじめの定義の変遷 

年度 
いじめの定義 及び 

変更の契機となった事案 
捉え
方 

昭和 
61 

年度 
から 

① 自分よりも弱い者に対して一方
的に， 

② 身体的・心理的な攻撃を加え， 
③ 相手が深刻な苦痛を感じている

ものであって， 
学校としてその事実(関係児童生

徒，いじめの内容等)を確認してい
るもの．なお，起こった場所は学校
の内外を問わない． 
【東京都中野区中学校 2 年生自殺】 

 

平成 
6  

年度 
から 

① 自分より弱い者に対して一方的
に， 

② 身体的・心理的な攻撃を継続的
に加え， 

③ 相手が深刻な苦痛を感じている
もの 

なお，起こった場所は学校の内外
を問わない． 
また，個々の行為が「いじめ」に

当たるか否かの判断を表面的・形式
的に行うことなく，いじめられた児
童生徒の立場に立って行うこと． 
【愛知県西尾市中学校 2 年生自殺】 

 

平成 
18 

年度 
から 
 

当該児童生徒が， 
① 一定の人間関係のある者から， 
② 心理的，物理的な攻撃を受けた

ことにより， 
③ 精神的な苦痛を感じているもの 
なお，起こった場所は学校の内外

を問わない． 
個々の行為が「いじめ」に当たる

か否かの判断は，表面的・形式的に
行うことなく，いじめられた児童生
徒の立場に立って行うものとする． 
【北海道滝川市小学校 6 年生自殺】 
【福岡県筑前町中学校 2 年生自殺】 

 

平成 
25 

年度 
から 

児童等に対して，当該児童等が在
籍する学校に在籍している等当該
児童等と一定の人的関係のある他
の児童等が行う心理的又は物理的
な影響を与える行為（インターネッ
トを通じて行われるものを含む．）
であって，当該行為の対象となった
児童等が心身の苦痛を感じている
もの． 
なお，起こった場所は学校の内外

を問わない． 
【滋賀県大津市中学校 2 年生自殺】 
【東京都品川区中学校 1 年生自殺】 

 

 

 

2.2. いじめの解消率 

 教員のいじめの定義に関する理解が進み，軽微

ないじめも見逃さないという姿勢が定着してきた

ことは好ましい．しかし，表 2 のとおり，東京都

公立学校における平成 30 年度と前年度のいじめ

の解消率を比較すると，残念ながら，特別支援学

校以外では解消率の向上は見られていない． 

 

表 2 東京都公立学校におけるいじめの解消率 

校  種 いじめの解消率 

平成 29 年度 平成 30 年度 

小 学 校 86.9% 83.2% 

中 学 校 87.3% 84.1% 

高 等 学 校 94.6% 93.0% 

特別支援学校 68.8% 78.4% 

平    均 87.0% 83.4% 

 

 

 認知件数が増えたが，解消率が向上していない

ということは，継続しているいじめが増加してい

ることを意味する．もちろん，軽微ないじめもカ

ウントしているので，この数値をもって子供たち

を取り巻く環境が悪化していると断定できないが，

看過できない状況にあることは確かである． 

 

３． いじめの未然防止の重要性 

 都教育委員会は，「総合対策」[5]において，学校

における具体的な取組を， 

(1) 未然防止 

(2) 早期発見 

(3) 早期対応 

(4) 重大事態への対処 

の 4 つの段階別に提言している．この 4 段階はど

れも重要であるが，そもそもいじめを未然防止で

きれば，被害に遭う子供の数が減り，認知件数も

減少する．当たり前のことだが，いじめ問題への

対応で一番重要なのは未然防止であると言える． 

 

3.1. 都教育委員会の未然防止の取組 

 その「未然防止」に関して都教育委員会が「総

合対策」[6]で提言した「5 つのいじめの未然防止の

方策」の概要を紹介する． 

 

① 子供が安心して生活できる学級・学校風土

の創出（魅力ある授業の実現，自己肯定感の

 
加
害
の
子
供
の
行
為
の
側
に
立
っ
て
い
じ
め
を
規
定 

 
 
被
害
の
子
供
の
心
情
の
側
に
立
っ
て
い
じ
め
を
規
定 

(「児童・生徒の問題行動・不登校等の実態に
ついて」(都教育委員会調査)[4] から作成)  
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育成など） 

 

② 教職員の意識向上と組織的対応の徹底 

(「学校いじめ防止基本方針」の共通理解や研

修会の実施など) 

 

③ いじめを許さない指導の充実 (いじめに

関する授業の実施など) 

 

④ 子供が主体的に行動しようとする意識や態

度の育成 (リーダーの育成，児童会・生徒会

による取組など) 

 

⑤ 保護者，地域，関係機関等との共通理解の

形成 (学校サポートチーム会議の定期開催

など) 

 

これを図式化すると下の図 2 のように整理でき

る．この図から，未然防止策は，子供が中心に置

かれ，教員が子供を取り囲み，いじめから守ると

いう教員主導の構図になっていることが分かる． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 都教育委員会「総合対策」における 

未然防止策の構造 

 

3.2. 教員(大人)主体のいじめ防止策 

図 2 のように，いじめの防止策が教員主導なの

は，ある意味当然である．いじめは生活指導上の

問題であり，教員や学校が責任をもってその解決

に当たる義務がある．特に，近年，子供同士の関

係が複雑化し，いじめる側といじめられる側が簡

単に入れ替わるような事例も多く見られる．こう

した難しい事例に対しては，教員や学校が，強力

かつ組織的に課題解決に向けた行動を取ることが

求められる． 

ところで，図 2④の取組については，子供が主

体となっているのではないか，と思われるかもし

れない．しかし，この取組は，教員が「リーダー

性を育む」「児童会・生徒会を使って子供に行動さ

せる」というものであり，やはり教員主導の防止

策の域から出ていない． 

また，「総合対策」における「未然防止」以外の

「早期発見」「早期対応」「重大事態への対処」に

おいても，やはり教員主導型の対応が中心となっ

ている． 

 

４. いじめの未然防止の新たな視点① 

 ─子供たちが自ら考え，行動する未然防止策─ 

1.1.で述べたとおり，現在，学校・教員による軽

微ないじめも見逃さないという体制が確立しつつ

ある．また，3.1.で紹介した総合対策の取組のとお

り，教員や保護者からの手厚い対応策も組まれて

いる．しかしながら，認知件数及び解消率ともに

減少していないという事実が存在している． 

この状況を打破するには，いじめ問題対応に最

も重要な未然防止において，これまでの「教員主

導型」以外の新たな視点からのいじめ防止策が必

要ではないか，との考えに至り，本稿の 1 つ目の

テーマとした． 

 

4.1. 子供主体の取組 

「教員主導型」に相対するのは「子供主体型」

である．つまり，子供が取組の真の主体となり，

子供自らが考え行動し，いじめの未然防止を図っ

ていくという構図である． 

これまでの子供主体の取組としては，例えば，

いじめをしないと宣言をした子供がリボンをつけ

る，という「ホワイトリボン運動」と呼ばれる取

組などがある．この取組については一定の効果が

報告されている．しかし，生徒会担当の教員が，

生徒会役員に「他校でもやっているから，うちの

学校でもやってみよう」と声を掛け，導入した学

校では効果が長続きしなかったとの報告もある．  

単に他校を参考に実施すると，「子供がいじめ防

止に向けて活躍できるよう，教員が設定した場」

となってしまうことを示している． 

 

4.2. いじめ集団の構造 

これ以降，本稿の 1 つ目のテーマである「子供

主体の取組」に関して論を進めていく．その前に，

まず，いじめが発生する際の子供同士の人間関係

子供 

 

連
携 

①子供が安心 

する学級学校 

風土の創出 
②教職員の 

意識向上と 

組織的対応 

の徹底 

➂いじめを 

許さない 

指導の充実 

④子供の主体
的な意識や態
度の育成 

⑤保護者
地域，関
係機関等
との共通
理解 
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の構造について整理してみる． 

この構造については様々な考え方があるかもし

れないが，本稿では，「いじめの四層構造」(森田，

1985) [7]を引用する． 

森田の提唱した図 3 のような同心円の考え方は

広く一般化しており，文部科学省の「生徒指導提

要」においても，採り入れられている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3  いじめ集団の構造 

 

 この構造図において特筆すべきは，既に 35 年前

に「傍観者の中からいじめを抑止する仲裁者が現

れるような学級経営が求められる」と，子供主体

の取組の重要性を指摘していることである． 

しかし，残念ながら「仲裁者」は，なかなか現

れない．仲裁に入った途端，その子供がいじめの

標的になることが往々にしてあるからである．正

義を主張したことからいじめられる場合がある，

という傾向は以前から指摘されており，「『いじめ

問題』研究報告書」(1997，東京都立教育研究所) [8]

においても「ルールを守っている子供が，例えば

正義感の強い子供などに限定されると，その子供

が新たないじめを受けるようになることもある」

と言及している． 

 少し「やんちゃ」だが，リーダー性のある子供

が「おい，もういい加減にしろよ．いじめなんて

恥ずかしいこと止めろよ」と一喝して，いじめが

無くなる，といったひと昔あった光景は，なかな

か見られない． 

 

 4.3. 子供たちによる防止策に関する話し合い 

一人では声を出しにくいのならば，複数の子供

たちが中心となっていじめ防止に動けないか． 

そのような期待のもと，現在，多くの自治体に

おいて，「いじめ撲滅協議会」や「いじめゼロ連絡

会」といった名のもと，いじめ防止に向けて子供

たち同士で話し合う取組が進んでいる． 

文部科学省においても平成 25 年度の「いじめ防

止対策推進法」の施行に合わせ，翌 26 年度から「全

国いじめ問題子供サミット」を毎年開催している．   

報道[9]によれば，今年度のグループ発表では，

「クラス全員でレクリエーションをするなど，普

段話さない人と話す機会を作る」といった，コミ

ュニケーションを図る大切さについて言及する子

供が多くいたとのことである． 

 

 4.4. 子供たちの主体的な取組へのキーワード 

 筆者も東京都の市部の教育委員会に勤務してい

た当時，管内の小・中学校の児童会・生徒会の役

員に集まってもらい，いじめ防止について，グル

ープで協議をしてもらった． 

 グループは小・中学生を混合にして編成し，「い

じめを防止するために，どのような取組が効果的

か」をテーマとした．協議後にグループごとに防

止策を発表してもらったのだが，驚いたことに 

ほぼ全てのグループが異口同音に，次の 3 つの策

を提案してくれた． 

 

(1) 挨拶をしよう 

(2) みんなで共通の遊びをしよう 

(3) 異年齢交流をしよう 

 

 この協議会では，時間の都合で，この 3 つの策

について，それぞれ「なぜその取組が効果的なの

か」「具体的に何をすればよいのか」を話し合わせ

るまでに至らなかった．今思えば，子供たち自ら

が創り出してきた素晴らしい素材を深められなか

ったことに大きな後悔の念を抱いている． 

子供たちが，なぜその策を有効と考えたのかを

自ら分析し，その上で策を具体化させていくこと

は，子供たちの主体的な取組に向けて極めて重要

な契機となったはずである． 

 

 4.5. 子供たちが考えた策のもつ意味 

 そこで，この項では，この 3 つの策に込められ

た当時の子供たちの想いを分析してみたい． 

 

(1) 挨拶をしよう 

朝の「おはようございます」から夜の「おや

すみなさい」まで，挨拶は子供の生活のルーテ

傍観者  

加害者  

観 衆  

被害・加害者  

被害者  
仲
裁
者
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ィンとなっているだけではなく，仲直りのきっ

かけになることもある．また，初めて会う人に

対する「こんにちは」「初めまして」などの挨

拶は，新たな人間関係も生む． 

挨拶は，良好な人間関係やコミュニケーショ

ンを生むツールであると感じる子供は多い． 

 

(2) みんなで共通の遊びをしよう 

ゲーム世代に生まれ育っている現代の子供

たちは，例えば，友達の家に集まっても，個

人個人，又はクループに分かれてゲームに興

じてしまう．スポーツにおいてもサッカーの

グループ，野球のグループなど分化され，お

互いに交わることが少ない． 

こうした状況からコミュニケーション不全

に陥ることもあり，子供たち自身が窮屈に感

じている．「みんなで仲良く共通の遊びと共通

の話題をもとうよ」という力強いアピールが

感じられる． 

 

(3) 異年齢交流をしよう 

小学校では，縦割り活動や縦割り遠足，中

学校では，運動会の縦割り集団や委員会活動，

部活動などで異年齢交流が実施されている． 

その中でも，子供たちの印象が強いのは小学

校における縦割り活動ではないだろうか． 

2 年生に進級して新入生に学校を案内したこ

と，6 年生として 1 年生の給食や清掃で面倒

をみたこと，6 年生を送る会で感謝の言葉を

もらったことなど．異年齢交流から子供たち

は思いやりの心の大切さを学んでいる． 

 

4.6. 子供たちが考えた策の共通点 

ここで，4.3.で紹介した今年度の「全国いじ

め問題子供サミット」での「クラス全員でレ

クリエーションをするなど，普段話さない人

と話す機会を作る」という意見を再掲する．  

この意見には，前項で分析した 3 つの策と共

通点があることが分かる． 

 

「クラス全員でレクリエーションをする」 

→(2)みんなで共通の遊びをする 

「普段話さない人と話す機会を作る」 

→(1)挨拶をする (3)異年齢交流をする 

 

この 2 つの例だけで結論を導くのはエビデン

ス不足ではあるが，子供たちは， 

 

・友人か否かに関わらず，挨拶などで 

コミュニケーションを図り， 

・みんなで仲良く楽しく遊び， 

・困っている人には優しくしよう 

 

といった行動がいじめ防止に有効，と考えてい

ると仮定できる． 

 

4.7. 子供たちのアイデアを生かした「子供たち

の主体性を生かした取組」の構築 

 4.1.で紹介した「ホワイトリボン運動」といった

「これまでの主体的な取組」は，多くの学校で下

のような手順で行われてきた． 

 

◎「これまでの主体的な取組」の手順例 

① 教員が児童会・生徒会に「ホワイトリボン 

運動」を紹介する． 

 

② 児童会・生徒会役員が中心となり，取組

を企画・運営する． 

 

③ 一定期間の取組の後，児童会・生徒会役

員が取組を評価・改善する． 

 

 これは，確かに児童・生徒による取組ではある

が，ある程度パターン化され，長期間にわたり活

動が継続すると形骸化してしまうおそれがある． 

そこで，さらに主体的な取組にするには，子供

たちの発想を大切にし，具体的内容を子供たちに

考えさせるとよい．この視点に基づく手順をまと

めると下の表 3 ようになる． 

   

表 3 これからの「主体的な取組」の例 

順 子供の活動 ポイント 

① 

年度当初に，子供たちが
「いじめ防止のためには何
をすべきか」をグループ単
位で議論する． 

 
当事者意識を
もたせるため
に，必ず全員が
参加して，話し
合う．グループ
編成について
も，子供たちが
決定する 
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② 
子供たちの話し合いによ

り，クラスとして行う取組
を決定する． 

取組は二つ程
度(作戦 A，作
戦 B)に絞ると
よい． 

③ 

この二つの取組がいじめ
防止に本当に有効かについ
て全員で確認する． 
例えば，「異年齢交流」(作

戦 A)と「共通の遊び」(作戦
B)を選んだ場合，それぞれ
について，なぜいじめ防止
に役立つのかを十分に議論
し，この取組をやってみた
いという気持ちをもつ． 

取組内容の共
通理解を図る．
また，自分たち
が考えたこと
を自分たちで
実践するんだ，
という当事者
意識をもたせ
る． 

④ 

まず，作戦 A について，
子供たち自身で具体的な活
動計画を作成する．例えば， 
・従来行ってきた異年齢交
流ではだめなのか 

・新たな異年齢交流にはど
のようなものがあるか 

・いつ，どこで，どのよう
に取り組めばよいのか 
などについて議論する． 

PDCA の P．無
理なく，実現が
可能な範囲で
計画させるこ
とが大切． 

  

⑤ 
5月～9月まで作戦Aに取

り組む． 

PDCA の D．途
中で，子供たち
から改善案が
出ることがあ
る．そうした場
合，子供同士の
話合いを大切
にする． 

⑥ 

9 月後半に子供たち自身
で作戦 A の効果を検証する
とともに，改善の方向性を
確認する． 

PDCA の C と
D．取組を通し
て自分や周り
の友達の心に
変容があった
か，更によい取
組にするには
何が必要かを
子供たちに十
分考えさせる． 

⑦ 

10 月から翌年 2 月にかけ
て，同様に作戦 B について
PDCA サイクルを展開して
いく． 

 
作戦 A の効果
検証と改善の
方向性を基に，
子供たちに工
夫させる． 
 

⑧ 
3 月に一年間の自分たち

の取組を振り返る． 

自分たちが主
体となった取
組であったか，
いじめ防止に
有効であった
か，足りなかっ
たことは何か，
次の学年では
どうしたらよ
いかについて
議論する． 

⑨ 

【新年度の取組】 
⑧の振り返りを基に新年

度当初に①と同様にグルー
プ協議を行う． 

取組が，マンネ
リ化・形骸化し
ないためには
どうしたらよ
いかについて
も子供たちが
議論する． 

⑩ 
②から⑧の手順で，子供

中心の取組として着実に実
施していく． 

子供の主体性
を十分に尊重
する． 

  

子供たちが考案する取組は，4.4.の「挨拶」「共

通の遊び」「異年齢交流」に関係するものが多いと 

予想される．もし，それ以外のものが考案されて

も，子供たちが真剣に議論して創り出した案であ

ることから，尊重し認めていくことが重要である． 

 

 4.8. 教員からの支援 

 教員が積極的に関与せず，子供の自主性を尊重

し，子供たちが自ら考え，悩み，実践していくと

いうスタイルが，本稿における「新たな視点」で

ある．しかし，発達段階によっては，子供たちだ

けでいじめ防止策を企画・運営するのは容易では

ない．そこで，小学校などにおいては，子供たち

の主体性を損なわない範囲でアドバイスすること

も必要である． 

 

 4.9. 新学習指導要領との関係 

 小学校では，今年度から新学習指導要領が全面

実施された．そして，来年度から中学校，再来年

度から高等学校で順次全面実施されていく．  

今回の学習指導要領改訂の最大のポイントは，

「主体的・対話的で深い学び」である．このポイ

ントと，本稿で提案している「子供たちの主体的
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な取組」とはどのような関係にあるのか．下の表

4 に整理してみた． 

 

表 4 「子供の主体的な取組」と新学習指導要領 

いじめ防止に向けた 

子供の主体的な取組 

新学習指導要領改訂

のポイント 

 
教員から与えられた課

題ではなく，自らが考案し
た防止策を実施する 
 

 

 

主体的な学び 

 

 
防止策を策定する過程

で，子供同士で議論を重ね
ていく 

 

 

 

対話的な学び 

 
「いじめの未然防止」と

いう課題を解決しようと
取り組む 

 

 

 

深い学び 

 

 このように，「子供の主体的ないじめ防止策」は

新学習指導要領の改訂の趣旨である「主体的・対

話的で深い学び」に見事に合致している． 

 各学校においては，従来から実施している大人

たち(教員，保護者，地域等)によるいじめ防止策

の充実を図りつつ，この項で提案した「子供たち

の主体的な取組」をぜひ推進してもらいたい． 

 

５. いじめの未然防止の新たな視点② 

─大人社会におけるいじめ的言動の見直し─ 

 4.2.で引用した「いじめの四層構造」(森田，1985)

では，教員を含む大人は登場しない．森田がこの

四層構造を提案した翌年の 1986 年に，東京都の中

野区立中学校で痛ましい事件が起きているが，当

時は教員が子供を直接いじめたり，間接的ないじ

めへの加担，助長といった関わりをもったりする

ことなど予想していなかったと推測される． 

 

 5.1. 教員を含む大人の影響 

 しかし，森田は，「いじめ―教室の病い」(森田，

清永，1986) [10]において，「これらの四層構造の外

側に，さらに教員及び親の二層をつけくわえて分

析しなければならない．いじめは教員のかかわり

方や親の対応によって異なったあらわれ方をする

ことはいうまでもないが，それ以上に，教員の日

常の教育活動や親の子どもへのかかわり方が，大

きな影響力をもっていることも見逃すことができ

ない．いじめを分析するにあたっては，子どもた

ちの世界だけでなく，教員と子ども，教員と親，

親と子どもの関係についても視野に収め，これら

相互の関連についても分析しなければならない．」

と述べており，教員を含む大人たちと子どものい

じめの関連について言及している．(下線は筆者) 

この指摘は極めて重要である．いじめは子供社

会の中で発生するが，その発生に当たっては，教

員や保護者の日常の言動が，間接的に影響を与え

る場合が往々にしてあるからである． 

 

 5.2. 大人による間接的ないじめの助長 

 もちろん，教員が，子供に対して，いじめを行

うことなどあってはならない．都教育委員会では，

「教職員の主な非行に関する標準的な処分量定」

を定めており，その中で，「教員が子供へのいじめ

又は子供間のいじめへ加担若しくは助長を行った

場合は減給又は戒告，その内容が悪質である場合

などについては，免職又は停職」としている．当

然のことではあるが，これまで都内公立学校の教

員でこの処分を受けた者はいない． 

では，「間接的な影響」とは具体的には何を指す

のか．それは，教員間でのからかい，いやがらせ，

威圧，パワハラといった行為である．こうした行

為を教員が，子供たちの面前で行うことにより，

「先生たちは，いじめはだめだと言っているけど，

自分たちだってやっているじゃないか」と子供に

思わせてしまう． 

  

 5.3. 子供に悪影響を及ばす具体例 

 昨年秋，神戸市立小学校で起こった教員間のい

じめ事案は記憶に新しいところである．あのよう

な極端な例でなくても，残念ながら，一部の学校

において，子供たちが目にすれば，悪影響を受け

てしまうような行為が行われていることは否定で

きない．例を幾つか挙げる． 

 ・子供の面前で，他の教員をからかったり，嫌

みを言ったりする 

 ・子供の面前で，他の教員の名前を呼びつけに

する 

 ・子供の面前で，他の教員をいわゆる「使い走

り」にする 

 ・子供の面前で，他の教員を叱責，罵倒する 

 ・子供に，他の教員より自分が優れていること
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を自慢する 

・子供に，他の教員の悪口を言う 

 

 子供たちは，こうした教員間の不適切な行為を

目にすることにより，「悪ふざけがいじめにつなが

ると先生たちは言っているけれども，先生たちだ

って変な上下関係があるじゃないか」と感じ，「い

じめのハードル」が低くなっていく． 

「学校は社会の縮図」と言われることがある．

これは，子供の周囲にいる大人たちの不用意な言

葉や行動が，大人社会の悪しき面を学校に作り出

していることを表している． 

 

こうしたことから，「子供間のいじめを助長しか

ねない大人たちの不適切な言動を厳に慎もう」を，

本稿の第 2 テーマとした． 

 

 5.4. 教員集団の「一枚岩」の重要性 

これまで，いじめの未然防止に関しては，教員

によるいじめの早期発見・早期対応のための方策

が研究され，提案されてきた．もちろん，このこ

とは重要であり，今後もさらに充実させながら取

り組んでいく必要がある． 

しかし，このことに加え，5.3 で述べたとおり，

教員は，常に日常の自らの言動を振り返り，子供

に負の影響を与え，いじめを助長してしまうかも

しれない言動を厳に慎むべきことを，もっと意識

する必要がある．そして教職員同士がお互いを尊

重する風土・土壌を作り出すことが大切である． 

教員集団が生活指導に関して共通理解をもち，

人間関係も良好である「一枚岩」の状況にあれば

学校は荒れない．逆に教員集団に意思統一がなく，

学年セクトのようなものが存在すると，子供たち

は荒れ始める．教員集団の在り方によっては，子

供のいじめや荒れを助長してしまうことがある． 

前述の森田，清水 1986 の「教員の日常の教育活

動や親の子どもへのかかわり方が，大きな影響力

をもっている」という言葉が現実味を帯びてくる． 

しかし，生活指導に関する校内研修会などで，

「教員が一枚岩になることが生活指導の基本」と

いった話をすると，「分かっているけれども，それ

がなかなか難しい」という反応がよくある． 

 5.5. 校長のリーダーシップの発揮 

 それでは，教員同士が互いに尊重し，「一枚岩」

の状況を作り出すためにはどうすればよいのか．

いくつか方策はあるだろうが，まずは，校長のリ

ーダーシップが重要である． 

 東京都の公立学校で実施されている人事考課制

度では，校長は，所属職員に対して年に最低 3 回

の面接を行うことになっている．自校の教職員の

状況を把握するには，この場を活用することが有

効である． 

教職員が，安心して管理職に相談できる環境を

整え，校長として一人一人に真摯に向き合ってい

く．収集した情報を適切に整理・管理しながら，

一枚岩を形成する上での障害を正確に把握する．

その上で，副校長や幹部職員と協働して，自校に

存在する教職員間の不適切な「マウンティング関

係」の解消を図っていく．まさに，校長としてリ

ーダーシップが問われる場面である． 

  

 5.6. 保護者・地域への啓発 

さらに，教員だけでなく，保護者による次のよ

うな言動も同様な影響を及ぼすことに注意しなけ

ればならない． 

 

 ・親戚や近隣住人の悪口を言う 

 ・親戚や近隣住人に対して，いじわるや嫌がら

せを行う 

 ・テレビや新聞で報道されている人物について，

過剰な悪口や罵声を浴びせる 

 

 これまで，未然防止に向けた地域，保護者との

連携については，情報交換を密にして連絡・相談

を深めることが主体であった． 

しかし，今後は，実例を挙げながら，大人たち

の心無い言動により，子供たちのいじめを助長し

てしまう可能性があることを，保護者会や PTA の

学習会，地域との会合等の機会をとらえ，明確に

保護者・地域に伝えていく必要がある． 

 

5.7. 新型コロナウイルス感染症といじめ問題 

新型コロナウイルス感染症患者が国内で確認さ

れてから，学校では，感染に起因するいじめ，例

えば感染した子供，家族が感染した子供，渡航歴

のある子供，外国籍の子供などに対するいじめを

絶対に防止しなければならない，という機運が高

まり，様々な工夫がなされてきた．こうした学校

の努力に対して，頭の下がる思いである． 

一方，世間一般では，感染者を必要以上に非難
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したり，感染者の氏名や住所，勤務先等を特定し，

ネット上に公表したりといった行為が散見された．  

また，「自粛警察」と呼ばれる，緊急事態宣言に

伴う外出や営業の自粛要請に応じない個人や店舗

に対する一方的で過剰な攻撃が話題となった．言

うまでもなく，大人たちによるこうした行為は，

子供間のいじめの助長につながっていく． 

大人たちは，非難し合う姿ではなく，互いを尊

重し合う姿を子供たちに見せていく必要がある． 

 

5.8. 「大人が大人に感謝する題材」を扱ったい

じめ防止のための指導資料 

東京都教職員研修センターでは，新型コロナウ

イルス感染症に関連する偏見や差別意識の解消を

図ることを目的として，令和 2 年 6 月に指導資料
[11]を作成した． 

その中で，実際に感染して闘病生活を送った元

プロ野球選手片岡篤史さんの「医療従事者の皆さ

んはウイルスと最前線で戦ってくれています．自

分も本当に助けられました．」という新聞記事[12]

を紹介した．これは感染者や医療従事者等への偏

見の解消を図るとともに，大人が大人に感謝する

姿を通して，相手を尊重する大切さを子供たちに

訴えることを意図したものである． 

 

5.9. いじめの未然防止策の構造図の見直し 

最後に，この章のまとめとして，図 2 で示した

いじめの未然防止策の構造図に，教員や保護者の

「言動の適正化」を加え，下の図 4 のようにすべ

きと考える．(下線部を追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 いじめの未然防止策の構造図(改訂版) 

 

６． おわりに 

以前に比べ，校内暴力等の問題が平穏化してき

た現在，いじめと不登校が，生活指導上の最も重

要な課題となっている． 

不登校問題に関しては，不登校についての否定

的な捉え方が変わるとともに，フリースクール等

の民間団体等との連携が進み始めている． 

それに対して，いじめはまだまだ深刻な状況に

ある．本稿では，現在，いじめに係る法令等が整

備されるとともに，軽微ないじめも見逃さないと

いう学校体制が充実した結果，いじめの認知件数

が増えていることを肯定的に評価しつつ，解消率

に好転が見られないことを大きな課題としてとら

えた． 

そして，現在までの取組の他に，「別の視点から

の対応が必要なのではないか」，「何か見落として

きたことがあるのではないか」という観点から考

察を進め，次の 2 点をいじめの未然防止に向けた

「新たな視点」として設定し，論を進めてきた． 

 

◎ 「子供たちのアイデアを生かした子供たち

の主体性を生かした取組」を推進すること 

 ◎ 教員を含む大人たちによる「いじめを助長

しかねない不用意な言動の防止」 

 

「体罰の根絶は可能であるが，いじめ発生件数 

をゼロにするのは限りなく不可能に近い」という

言葉を教育に携わる者が発するならば，それは敗

北宣言である．いじめの根絶を目指して，考え得

る方策を今後も果敢に策定し，実施していく必要

があることに論を待たない． 

 

 令和元年度末の 3 月初旬から，新型コロナウイ 

ルス感染症の拡大により，全国の学校に臨時休業

措置がとられた．令和 2 年度に入り，感染状況に

改善が見られた地域から徐々に学校は再開し，東

京都の公立学校では，6 月から分散登校が始まっ

た．「友達に会えてうれしい」「家での自習より学

校の授業が待ち遠しかった」と満面の笑みで話す

子供の姿がテレビで放映された． 

 しかし，全ての子供が学校再開を喜んでいるわ

けではない．いじめに苦しんでいる子供にとって，

学校が始まることがどれだけ怖くてつらいのか，

教育に携わる人間は肝に銘じておく必要がある．

全ての子供たちが笑顔で登校できる学校と社会を，

一日も早く作り上げていかねばならない． 

 

拙稿を参考にしていただき，学校におけるいじ

めの未然防止がますます推進されれば幸いである． 

子供 連
携 

①子供が安心 

する学級学校 

風土の創出 ②教職 

員の意識 

向上，言動 

の適正化と 

組織的対応 

の徹底 

➂いじめを 

許さない 

指導の充実 

④子供の主体的
な意識や態度の
育成 

⑤保護者
地域，関
係機関等
との共通
理解及び
保護者等
の言動の
適正化 
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